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開示等の手続きに関する案内文 

 

１．開示等の範囲 

「開示等」とは、日本産業規格「個人情報保護マネジメントシステム－要求事項」

（JISQ15001）A.3.4.4 項に定められる“開示対象個人情報”に対して、ご本人及び代

理人が以下の請求を行う権利を行使することを指します。 

・ 利用目的の通知 

・ 開示 

・ 内容の訂正、追加又は削除 

・ 利用の停止、消去又は第三者への提供の停止 

 

２．当社が保有する“開示対象個人情報”の種別と利用目的 

・取引先企業様からの情報 

当該取引に関わる連絡（アクセス）等に利用 

・従業者情報 

給与処理、社会保険手続等、雇用管理上必要な範囲内で利用 

・採用応募者様情報 

採用検討、面接及びそれらに関わる連絡（アクセス）等必要な範囲内で利用 

・電話でのお問合せ時に付随する情報 

お問合せ対応のために利用 

 

３．開示等の請求方法 

上記の権利行使に際しては、下記 URL の申請書様式をご利用ください。 

http://www.systemintec.com/pdf/kaiji_seikyu.pdf 

 

申請書へ必要事項を記載し、下記４項に示す「本人確認のための書類」、 

手数料 1000 円（税込）（切手もしくは郵便定期小為替）を同封の上、 

下記７項に示す「開示等の請求先」へ郵送してください。 

 

※開示等のご請求を代理人様に委任する場合 

申請書へ必要事項を記載し、ご本人様及び代理人様についての下記４項に示す「本

人確認のための書類」、手数料 1000 円（税込）（切手もしくは郵便定期小為替）、委

任状（ご本人様が委任状に捺印し、その印鑑の印鑑登録証明書を添付）を同封の上、

下記８項に示す「開示等の請求先」へ郵送してください。 
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※開示等のご請求を法定代理人様がされる場合 

申請書へ必要事項を記載し、ご本人様及び法定代理人様についての下記４項に示す

「本人確認のための書類」、手数料 1000 円（税込）（切手もしくは郵便定期小為替）、

下記５項に示す「法定代理人であることが確認できる資格証明書」を同封の上、下

記８項に示す「開示等の請求先」へ郵送してください。 

※所定の金額を超える手数料が同封されていた場合でも、差額の返金は致しませんの

でご了承ください。 

※郵便定額小為替のご購入のための手数料及び当社への郵送料はお客様にてご負担く

ださい。 

※請求内容が「内容の訂正、追加又は削除」、「利用の停止、消去又は第三者への提供

の停止」の場合、手数料は不要です。 

 

４．本人確認のための証明書等 

開示に際して本人確認を行うため、次に示すいずれかの書類のコピーを請求時に同封

ください。（当社への到着時点で有効な書類に限ります。） 

①1 点で良い書類 

運転免許証、住民基本台帳カード（写真付きのもの）、パスポート 

②2 点必要な書類（①の書類がない場合） 

A と Bから各 1点ずつ提示して下さい。 

A：健康保険証、年金手帳 

B：次の内、写真付きのもの 

  学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書 

※本籍地の記載がある場合は、コピー後、判別できない状態まで塗りつぶしたものを

ご用意下さい。 

 

５．法定代理人であることが確認できる資格証明書 

①親権者の場合 

   本人の戸籍謄本（又は抄本） 

  ②後見人の場合 

   ・未成年後見人 

本人の戸籍謄本（又は抄本） 

・成年後見人 

登記事項証明書 

  ③裁判所が選任した法定代理人（保佐人・補助人を除く） 

   裁判所が決定した旨が確認できる書類 

※発行日から 3ヶ月以内のものに限ります。 
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６．開示方法 

ご請求に対する対処結果を書面にて、送付頂いた本人確認証明書に記述される住所に

郵便書留にて発送させて頂きます。なお、お電話による回答は致しませんのでご了承

ください。 

 

７．開示を拒絶する場合 

次の事項のいずれかに該当する場合は、開示できない場合がございますが、その際は

ご本人に遅滞なくその旨を通知し理由を説明します。 

なお、不開示及び利用目的の非通知の場合についても所定の手数料をいただきます。 

a)所定の提出書類に不備があった場合 

b)手数料が不足していた場合 

c)明確な本人確認ができない場合  

d)代理人様によるご請求に際して、代理権が確認できない場合  

e)請求対象が、当社が保有する“開示対象個人情報”ではない場合 

f)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

g)当該事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

h)法令に違反することとなる場合 

 

８．開示等の請求先 

株式会社システムアイティー 総務部「苦情相談窓口」 

 （所在地）〒102-0083 東京都千代田区麹町 2-3-9 麹町プレイス 8階 

 （電話番号）03-6910-0991 

 （E-mail） 

 

個人情報保護管理者 宛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


